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「農地中間管理事業の推進に関する基本方針」新旧対照表 （下線部分は改正部分）

変 更 後 変 更 前

農地中間管理事業の推進に関する基本方針 農地中間管理事業の推進に関する基本方針

趣 旨 趣 旨
この基本方針は「農地中間管理事業の推進に関する法律」 この基本方針は「農地中間管理事業の推進に関する法律」

（以下「法」という。）第３条に基づき，効率的かつ安定的 （以下「法」という）第３条に基づき，効率的かつ安定的な
な農業経営を営む者が利用する農用地の面積の目標，農地中 農業経営を営む者が利用する農用地の面積の目標，農地中間
間管理事業の推進に関する基本的な方向等について定めてお 管理事業の推進に関する基本的な方向等について定めてお
り，地域計画を実現するため農地中間管理機構（以下「農地 り，事業開始５年後の法改正を踏まえて見直すものである。
バンク」という。）を活用した農地の集約化を進める等の法
改正を踏まえて見直すものである。

１ 効率的かつ安定的な農業経営を営む者が利用する農用地 １ 効率的かつ安定的な農業経営を営む者が利用する農用地
の面積の目標 の面積の目標

現状 政策目標 現状 政策目標

(平成30年度) (令和５年度) (平成30年度) (令和２年度) (令和５年度)

耕地面積(①) 117,100ha 116,000ha 耕地面積(①) 117,100ha 116,000ha 116,000ha

効率的かつ安定的な農業 効率的かつ安定的な農業

経営が地域農用地の利用 49,600ha 104,400ha 経営が地域農用地の利用 49,600ha 104,400ha 104,400ha
に占める面積（②）※１ に占める面積（②）※１

②／① 42.4% 90% ②／① 42.4% 50％ 90% ※２

(国の要請目標) (国の要請目標)

※１ 「効率的かつ安定的な農業経営が地域の農用地の利用 ※１ 「効率的かつ安定的な農業経営が地域の農用地の利用
に占める面積」は，個人経営体，団体経営体及び特定農 に占める面積」は，個別経営体，組織経営体及び特定農
業団体等の地域における農用地利用面積で，農地中間管 業団体等の地域における農用地利用面積で，農地中間管
理事業等による借入農地のほか自己所有農地，農作業受 理事業，利用権設定等促進事業等による借り入れ農地の
託の合計面積。 ほか自己所有農地，農作業受託の合計面積。
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変 更 後 変 更 前

（削除） ※２ 本県の目標は，当面令和２年度に担い手が利用する
耕地面積を全耕地面積の５０％とする。

２ １以外の農地中間管理事業の推進等により達成しようと ２ １以外の農地中間管理事業の推進等により達成しようと
する農用地の利用の効率化及び高度化の促進に関する目標 する農用地の利用の効率化及び高度化の促進に関する目標

現状 政策目標 現状 政策目標

(平成30年度) (令和５年度) (平成30年度) (令和５年度)

荒廃農地(遊休農地)面積※２ 荒廃農地(遊休農地)面積※

農用地区域内 2,634ha 0ha 農用地区域内 2,634ha 0ha

※２ 荒廃農地の解消については，農地中間管理事業の ※ 荒廃農地の解消については，農地中間管理事業の
ほか，国・県・市町村等の補助事業の活用，農家の自 ほか，国・県・市町村等の補助事業の活用，農家の自
助努力等により関係機関・団体が連携し取り組むこと 助努力等により関係機関・団体が連携し取り組むこと
とする。 とする。

３ 農地中間管理事業の推進に関する基本的な方向 ３ 農地中間管理事業の推進に関する基本的な方向
（１）担い手への農地の集積・集約化と荒廃農地の発生防止 （１）担い手への農地の集積・集約と荒廃農地の発生防止・

・解消を進めるため，農地バンクが十分に機能を発揮で 解消を進めるため，農地中間管理機構が十分に機能を発
きるよう県，地域，市町村段階の推進体制を整備する。 揮できるよう県，地域，市町村段階の推進体制を整備す

る。

（２）地域での協議により目指すべき将来の農業や農地利用 （２）市町村における人・農地プランの実質化の取組により
の姿を明確化した地域計画を実現すべく，関係機関・団 担い手への農地の集積・集約に取り組む区域などにおい
体と連携して，地域内外から農地の受け手を幅広く確保 て重点的に農地中間管理事業を実施する。
し，農地中間管理事業を活用した農地の集積・集約化を
進める。

（３）農地整備事業の実施地区においては，一体的に農地中 （３）農地整備事業の実施地区においては，一体的に農地中
間管理事の推進を行うなど連携を図る。 間管理事の推進を行うなど連携を図る。
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変 更 後 変 更 前

（削除：（２）に統合） （４）農地中間管理機構は，農地の貸付先の決定にあたって
は，借受希望者のニーズを踏まえて，公平・適切に調整
するとともに，地域農業との調和及びその健全な発展に
資するものとなるよう配慮する。

特に，既に効率的・安定的な経営を行っている農業者
の経営の発展に支障を与えないように十分に留意する。

（４）農地バンクを活用した担い手への農地を更に集積・集 （５）農地中間管理機構を活用した担い手への農地を更に集
約化するため，農地を貸し付けた地域及び個人を支援す 積・集約するため，農地を貸し付けた地域及び個人を支
る「機構集積協力金」など各種補助事業や制度等の周知 援する「機構集積協力金」など各種補助事業や制度等の
・徹底を図る。 周知・徹底を図る。

（５）市町村・農業委員会等と農地バンクが連携し，法に基 （６）市町村・農業委員会等と農地中間管理機構が連携し，
づく所有者不明農地の活用促進を図る。 改正農業経営基盤強化法に基づく所有者不明農地の活用

促進を図る。

４ 農地中間管理事業の実施方法 ４ 農地中間管理事業の実施方法
（１）農地中間管理事業の実施にあたっては，農地バンクが （１）農地中間管理事業の実施にあたっては，農地中間管理

作成する「農地中間管理事業規程」等に基づくものとす 機構が作成する「農地中間管理事業規程」等に基づくも
る。 のとする。

（２）農地バンクは，原則として全ての市町村（農業委員会 （２）農地中間管理機構は，原則として全ての市町村（農業
を含む）に，その同意を得て業務を委託するとともに， 委員会を含む）に，その同意を得て業務を委託するとと
農用地利用集積等促進計画の案の作成を求めることを基 もに，農用地利用配分計画の案の作成を求めることを基
本とする。 本とする。

また，委託された業務を適切に行えると認められる場 また，委託された業務を適切に行えると認められる場
合は，市町村農業公社等に委託できるものとする。 合は，市町村公社や地域協議会，農業協同組合等に委託

できるものとする。
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変 更 後 変 更 前

５ 農地中間管理事業に関する啓発普及 ５ 農地中間管理事業に関する啓発普及
（１）地域計画の策定・変更のプロセスや実現に向けた取組 実質化された人・農地プランの作成・見直しのプロセス

において，地域の関係者に農地バンクの活用方法につい において，地域の関係者に農地中間管理機構の活用方法等
て，関係機関・団体と連携し，周知・徹底を図る。 について，関係機関・団体と連携し，周知・徹底を図る。

（２）県や農地バンクが実施する研修会等で農地中間管理事 (新設)
業の推進を図る。

６ 地方公共団体，農地バンク，日本政策金融公庫等の連携 ６ 地方公共団体，農地中間管理機構，日本政策金融公庫等
及び協力 の連携及び協力

県，農地バンク，県農業会議，県農業協同組合中央会， 県，農地中間管理機構，県農業会議，県農業協同組合中
県土地改良事業団体連合会，市町村，農業委員会，日本政 央会，県土地改良事業団体連合会，市町村，農業委員会，
策金融公庫等は連携・協力し，農地中間管理事業の円滑な 日本政策金融公庫等は連携・協力し，農地中間管理事業の
実施を図る。 円滑な実施を図る。


